
障害者支援課

施設支援担当

3314

番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B45
地域活動支援センター助成費 民生費 障害者福祉費 地域活動支援センター助成費

宣言項目   

分野施策 030730 障害者の自立・生活支援

１　事業概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源

決定額 △45,855 △45,855 95,843

現計額 141,698 141,698

平成29年度予算見積調書(2月補正予算)
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

社会福
祉費

事 業
期 間

平成19年度～ 根 拠
法 令

障害者総合支援法第77条（任意）、障害福祉施設等支援事業
補助金交付要綱

　法定外施設（心身障害者地域デイケア施設、精神障害
者小規模作業所）から移行した地域活動支援センターが
、移行前と同等のサービス提供を確保するため、運営費
助成を行う市町村に対し、助成に要する経費の一部を補
助する。

（１）地域活動支援センター運営費補助　△45,855千円
　　　補助対象施設数が当初見込みを下回ったことによ
　　　る減

(1) 事業内容
　　地域活動支援センターは、障害者に対し通所によって絵画や書道などの創作的活動や簡単な作業を行う施設である。
　　法定外施設（心身障害者地域デイケア施設、精神障害者小規模作業所）から移行した地域活動支援センターのうち、
　実利用者数10人以上、かつ、職員の加配や設備を設置するなど、県が定める基準を満たす施設の運営費の一部につい
　て、県が上乗せ補助を行う。　　　　      141,698千円　→　95,843千円

(2) 事業計画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H29当初見込　　H29決算見込　　
　　地域活動支援センター　　　　　　　　　　　　 40施設　　→　 31施設 　 　 

　　補助額　　
　　　Ａ型　 7施設（身体・知的・精神　15人以上）　 47,411千円
　　　Ｂ型　17施設（身体・知的・精神　10人以上）　 77,359千円
　　　Ｃ型　16施設（主に精神　概ね10人以上）　　　 16,928千円

(3) 事業効果
　　地域活動支援センターに移行した法定外施設（心身障害者地域デイケア施設、精神障害者小規模作業所）が、移行
　前と同等のサービスの提供を確保し、地域で暮らす障害者が安心して施設を利用することができる。

　　　平成27年度　①Ａ型： 7施設　②Ｂ型：17施設　③Ｃ型：16施設
　　　平成26年度　①Ａ型：10施設　②Ｂ型：17施設　③Ｃ型：16施設
　　　平成25年度　①Ａ型：11施設　②Ｂ型：19施設　③Ｃ型：21施設
　　　平成24年度　①デイケア型：30施設　②精神小規模型：21施設
　　　平成23年度　①デイケア型：21施設　②精神小規模型：18施設

(4) 補正予算の概要
　　補助対象施設数を当初40施設と見込んでいたところ、補助対象施設が31施設となり
　見込みを下回ったことによる減額。A型7施設、B型11施設、C型13施設の見込み。

　(県1/2)市町村1/2
　実施主体:市町村
　(運営費から市町村単独補助事業分6,000千円を
 　除いた額について1/2ずつ助成)

9,500千円×0.2人=1,900千円

補正後の
予算額

― 福祉部 B45 ―
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